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クラスター発生時のリスクと一般的な対応に関する参考情報の更新 

 

No 現行版 4/6 改定 改定ポイント 

 1  プロトコル 1 ： 感染予防と、感染への対処 

11.サッカーへの影響 

(3)クラスター 

•クラブ内で 5 人程度、接触履歴などが明らかな感染が生じた場合、クラスタ

ー認定を受けることがある 

•この場合、クラスター拡大を食い止めることが最優先され、クラブの活動全体

が 3 週間程度停止する 

•Ｊリーグ/クラブ関係者には、いざというときに感染の連鎖を招かぬよう、感染

リスクに留意した生活や行動が求められる 

 

プロトコル 1 ： 感染予防と、感染への対処 

11.サッカーへの影響 

(3)クラスター 

•クラブ内で 5 人程度、接触履歴などが明らかな感染が生じた場合、

クラスター認定を受けることがある 

•この場合、クラスター拡大を食い止めることが最優先され、保健所等

の指導に基づきクラブの活動全体が 2～3 週間程度停止することがあ

る 

•クラスター認定を受けた場合は、感染拡大を防ぐために積極的疫学

調査等への協力が求められ、チーム活動の再開には保健所等の指導

に基づく慎重な対応が求められる 

•Ｊリーグ/クラブ関係者には、いざというときに感染の連鎖を招かぬよ

う、感染リスクに留意した生活や行動が求められる 

⚫ 直近の実態に即した改定 
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（参考資料）各検査の特徴の更新 

 

  

No 現行版 4/6改定 改定ポイント 

 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚労省『無症状者の唾液を用いた PCR検査等について』 

 

参考）各検査の特徴 
新型コロナウイルス感染症 病原体への指針より（厚労省） 

 

 

 

⚫ 厚労省の指針の更新 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12488.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000747986.pdf
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来場人数の上限拡大の前提となる感染防止策の追加 

No 現行版 4/6改定 改定ポイント 

 3  27.Ｊリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる感染防止策 

 

(2)上限拡大の前提となる感染防止策 

制限緩和の前提として、サッカー興行の特性より、感染防止策の例を

参考に、下記①～⑧を確実に実行する。 

 

 

密回避ポイント 感染防止策の例 

① アクセスや居

酒屋での密回

避 

○ 交通会社と協議。来場数予測をもとに、駅やバス

停の混雑緩和、また増便などについて協議する。

列車やバスの換気、マスク着用呼びかけなどを確

認する 

○ 観客に対し時差来場を呼びかける。また多様な交

通手段での来場を呼びかける 

○ 警備会社と協力して、主要駅からスタジアムの

間、密回避・マスク着用などを呼びかける 

○ 居酒屋：商店会と、来場予測を共有。安全に飲食

店などを利用していただくための告知などの協議

を行う 

○ サポーターグループと協議し、注意すべきポイン

トを共有。サポーター同士の感染防止行動を惹起

する 

○ 警察：来場予測を共有し、警備計画を報告。混雑

予防へのアドバイスを受ける 

② スタジアム入

場時の 

密回避 

○ 待機場所をマーキングして距離を保つ 

○ 来場者に応じてレーンを増減させ、待機列を分散

させる 

○ 席種別に入場時間を分ける（含む、年間チケット

保有者やファンクラブの優先入場。また 30 分間

隔で、エリア指定入場など） 

○ 自由席のお客様は抽選で、入場時間帯を決める 

○ 体温計測器を増設して、スピードアップ 

○ 選手バスまわりの滞留を防ぐ 

27.Ｊリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる感染防

止策 

(2)上限拡大の前提となる感染防止策 

制限緩和の前提として、サッカー興行の特性より、感染防

止策の例を参考に、下記①～⑨を確実に実行する。 

 

 

密回避ポイント 感染防止策の例 

① アクセスや居

酒屋での密回

避 

○ 交通会社と協議。来場数予測をもとに、

駅やバス停の混雑緩和、また増便などに

ついて協議する。列車やバスの換気、マ

スク着用呼びかけなどを確認する 

○ 観客に対しできる限り直行直帰や時差来

場を呼びかける。また多様な交通手段で

の来場を呼びかける 

○ 警備会社と協力して、混雑状況に応じた

誘導を行い、主要駅からスタジアムの

間、密回避・マスク着用などを呼びかけ

る 

○ 居酒屋：商店会と、来場予測を共有。十

分なコロナ対策の実施や、安全に飲食店

などを利用していただくための告知など

の対策を行う 

○ サポーターグループと協議し、注意すべ

きポイントを共有。サポーター同士の感

染防止行動を惹起する 

○ 警察：来場予測を共有し、警備計画を報

告。混雑予防へのアドバイスを受ける 

② スタジアム入

場時の 

密回避 

○ 待機場所をマーキングして距離を保つ 

○ 来場者に応じてレーンを増減させ、待機

列を分散させる 

○ 席種別に入場時間を分ける（含む、年間

チケット保有者やファンクラブの優先入

⚫ 政府の要請に応じた改定 
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③ スタジアム退

場時の 

密回避 

○ 試合終了時、一斉退場にならないよう、場内放送

や大型映像で呼びかける 

○ 退場時は使用するゲート数を増やし、ルートの選

択肢を増やす 

○ 選手インタビューを場内に提供することで、時差

退場を促す 

○ 席種（エリア）毎の時差退場を実施 

○ 試合終了後、スタジアム外周での飲食サービスを

提供するなどタイミングをずらす 

○ 選手バスまわりの滞留を防ぐ 

④ トイレの 

密回避 

○ 待機場所をマーキングして距離を保つ 

○ 注意喚起のためのスタッフを配置 

○ (一社)日本トイレ協会の平均トイレ占有時間（小

用で男性 31.7 秒、女性 93 秒）をもとに、混雑

度合いを予測 

○ クラブとして平均占有率を計測している（ハーフ

タイム時男性 1 分、女性 5 分。待ち時間を含

む） 

⑤ 売店の 

密回避 

○ 待機場所をマーキングして距離を保つ 

○ 列誘導、注意喚起のスタッフを配置する 

○ 狭い場所（コンコースなど）への出店をとりやめ 

○ グッズ売店（テント内）に入るお客様を制限（5

人以下、3～4 組程度、など） 

⑥ 試合中の 

観客の行動へ

の介入 

○ 通常の感染ルール・マナー違反への対応を、マス

ク未着用、ひどい声出し、指定された席に着席し

ないなどの感染リスクを伴うお客様にも適用する 

○ 場内アナウンス、大型映像を使った対処 

⑦ 接触確認ソフ

（COCOA な

ど）利用の呼

びかけ 

○ 公式サイト、SNS の活用 

○ 来場時の声かけ、貼り紙（2 次元バーコード提供を含

む） 

○ 場内アナウンス、大型映像をつかった呼びかけ 

⑧ その他 

○ 場内に協力呼びかけの貼り紙を、多く貼る。スタ

ッフからの声掛けも増やす 

○ SNS を活用して、密を避けるよう呼びかける 

○ 試合ごとに、この試合で感染者をださないこと

を、全スタッフで共有 

○ 使用しない座席に規制テープなどをはって、分か

りやすくする 

○ ガイドラインをもとにチェック用紙をつくり、も

れがないようにする 

場。また 30 分間隔で、エリア指定入場な

ど） 

○ 自由席のお客様は抽選で、入場時間帯を

決める 

○ 体温計測器を増設して、スピードアップ 

○ 選手バスまわりの滞留を防ぐ 

③ スタジアム退

場時の 

密回避 

○ 試合終了時、一斉退場にならないよう、

場内放送や大型映像で呼びかける 

○ 退場時は使用するゲート数を増やし、ル

ートの選択肢を増やす 

○ 選手インタビューを場内に提供すること

で、時差退場を促す 

○ 席種（エリア）毎の時差退場を実施 

○ 試合終了後、スタジアム外周での飲食サ

ービスを提供するなどタイミングをずら

す 

○ 選手バスまわりの滞留を防ぐ 

④ トイレの 

密回避 

○ 待機場所をマーキングして距離を保つ 

○ 注意喚起のためのスタッフを配置 

○ (一社)日本トイレ協会の平均トイレ占有

時間（小用で男性 31.7 秒、女性 93 秒）

をもとに、混雑度合いを予測 

○ クラブとして平均占有率を計測している

（ハーフタイム時男性 1 分、女性 5 分。

待ち時間を含む） 

⑤ 売店の 

密回避 

○ 待機場所をマーキングして距離を保つ 

○ 列誘導、注意喚起のスタッフを配置する 

○ 狭い場所（コンコースなど）への出店を

とりやめ 

○ グッズ売店（テント内）に入るお客様を

制限（5 人以下、3～4 組程度、など） 

⑥ 試合中の 

観客の行動へ

の介入 

○ 通常の感染ルール・マナー違反への対応

を、マスク未着用、ひどい声出し、指定

された席に着席しないなどの感染リスク

を伴うお客様にも適用する 

○ 場内アナウンス、大型映像を使った対処 

⑦ 接触確認ソフ

（COCOA な

ど）利用の呼

びかけ 

○ 公式サイト、SNS の活用 

○ 来場時の声かけ、貼り紙（2 次元バーコード

提供を含む） 
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○ 手指消毒の設置増 

○ スタッフの配置を決めて、試合前から巡回 
 

○ 場内アナウンス、大型映像をつかった呼

びかけ 

⑧ 混雑状況への

対応 

○ 飲食売店・グッズ売店・トイレ等の稼働

及び混雑状況に応じ、空いている箇所へ

の適切な誘導 

⑨ その他 

○ 場内に協力呼びかけの貼り紙を、多く貼

る。スタッフからの声掛けも増やす 

○ SNS を活用して、密を避けるよう呼びか

ける 

○ 試合ごとに、この試合で感染者をださな

いことを、全スタッフで共有 

○ 使用しない座席に規制テープなどをはっ

て、分かりやすくする 

○ ガイドラインをもとにチェック用紙をつ

くり、もれがないようにする 

○ 手指消毒の設置増 

○ スタッフの配置を決めて、試合前から巡

回 
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まん延防止等重点措置における対応 

No 現行版 4/6 改定 改定ポイント 

 4  プロトコル 3： 

X.イベント開催制限の段階的緩和の目安 

最新の政府方針 

 

 

 

（令和 3 年 3 月 19 日付事務連絡） 

緊急事態宣言解除後の１都３県における催物の開催制限、 施設の使用制

限等に係る留意事項等について 

（令和 3 年 3 月 5 日付事務連絡） 

緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限,施設の使用制

限等にかかる留意事項等について 

（令和 3 年 2 月 26 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留

意事項等について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、緊急事態宣言対象区域（特定都道府県ともいう。以下、緊急事態

宣言対象区域に統一）におけるイベント制限のあり方 

プロトコル 3： 

X.イベント開催制限の段階的緩和の目安 

最新の政府方針 

（令和 3 年 4 月 1 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、 施設の使用制限等に

係る留意事項等について 

（令和 3 年 3 月 19 日付事務連絡） 

緊急事態宣言解除後の１都３県における催物の開催制限、 施設の

使用制限等に係る留意事項等について 

（令和 3 年 3 月 5 日付事務連絡） 

緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限,施設の

使用制限等にかかる留意事項等について 

（令和 3 年 2 月 26 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係

る留意事項等について 

 

１、緊急事態宣言対象区域（特定都道府県ともいう。以下、緊急事態宣

言対象区域に統一）におけるイベント制限のあり方（抜粋） 

⚫ 政府方針の更新（まん延

防止措置における対応を

追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210319.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210319.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210319.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210319.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
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２、まん延防止措置重点措置区域におけるイベント制限のあり方

（抜粋） 

• 5,000 人を上限とすること。 

• 上記人数要件に加え、収容率の目安として、令和 2 年

11 月 12 日付け事務連絡 1.（1）②のとおり取り扱うこ

と。 

• 営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要

請・働きかけ等を踏まえ、各知事が適切に判断すること。 

https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
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（中略） 

Ｊリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる感染防止策 

(1) 入場者数の制限、ビジター席の考え方 

① 緊急事態宣言対象区域において、Ｊリーグスタジアム基準に

定める入場可能数※（以下、入場可能数）は、上限

5,000 人もしくは 50％の少ないほうを適用する。 

 

② 緊急事態宣言が解除された経過措置区域において、入場

可能数は 50％もしくは 10,000 人の少ないほうを上限とす

る。 

③ ①②を除く地域において、入場可能数は、2021 年 4 月末

まで 50％を上限として開催する。 

④ ホームまたはビジタークラブの両方、もしくはいずれかの所在地

（ホームクラブの場合は開催地）が緊急事態宣言区域の場

合は、ビジター席は設置しない。 

• 本目安は、本事務連絡が発出された日から最大 4 日間

（4 月 2 日～5 日）の周知期間を経て、その翌日（遅く

とも 4 月 6 日）から適用すること。具体的には、チケット販

売時期等に応じ、次のとおりとすること。 

• 周知期間終了時点（遅くとも 4 月 5 日）までにチケット

販売が開始された催物（優先販売など、名前の如何に関

わらず、何らかの形で販売が開始されているもの）周知期

間終了までに販売されるチケットは、各府県が適用している

後記（2）又は（3）に示す目安を超えない限りにおい

て、上記①及び②（Ⅰ）は適用せず、キャンセル不要と扱

うこと。周知期間終了後は（本目安が適用された日）か

ら、本目安を超過するチケットの新規販売を停止すること。 

（中略） 

Ｊリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる感染防止策 

(1) 入場者数の制限、ビジター席の考え方 

① 緊急事態宣言対象区域またはまん延防止等重点措

置区域において、Ｊリーグスタジアム基準に定める入場

可能数※（以下、入場可能数）は、上限 5,000

人もしくは 50％の少ないほうを適用する。 

② 緊急事態宣言が解除された経過措置区域において、

入場可能数は 50％もしくは 10,000 人の少ないほう

を上限とする。 

③ ①②を除く地域において、入場可能数は、2021 年 4

月末まで 50％を上限として開催する。 

④ ホームまたはビジタークラブの両方、もしくはいずれかの

所在地（ホームクラブの場合は開催地）が緊急事態

宣言区域の場合は、ビジター席は設置しない。 
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⑤ 経過措置にあるクラブ、または券売期間に政府方針やガイド

ラインが更新され、急な変更が不可能な場合は、ビジター席

は任意とする 

 

 

 

 

⑥ 座席は飛沫・接触リスクに配慮し、1 席以上の間隔をあけ

る。なお、5 名以内の同一グループにおいては、隣同士の着

席が認められるが、その場合は前後の列を同席ずつあける。 

⑦ 政府通達には、特定都道府県（緊急事態宣言）を解除さ

れた経過措置区域において、実証調査をはじめ所定の条件

のもと 10,000 人を超えて 20,000 人を上限とすることが可

能な旨が明記されている。希望するクラブは、別途Ｊリーグコ

ロナ室が連絡する所定の手続きでリーグへ申請すること。Ｊリ

ーグは関連省庁等と協議のうえで対象試合を決定する。 

⑧ Ｊリーグは、4 月 11 日以降の感染状況を想定し、全クラブ

が必ずビジター席を設けるべき期間を指定する。リーグが指定

する時期以降は、発売チケット数の 3%を下限として必ず設

けなければならないこととする。ただし、ビジターチームが緊急事

態制限区域にある場合は設置しない。Ｊリーグは、ビジター

席の設置を必須とする指定日時を、指定日時の 14 日以上

前を目安にクラブに告知する（2021 年 3 月 22 日時点で

は未定）。 

⑨ 自治体独自で緊急事態宣言や経過措置が講じられている

場合、具体的なイベント制限の方針がある場合は原則として

自治体の方針に従う。特段方針が示されていない場合は、

⑤ まん延防止等重点措置や経過措置にあるクラブ、また

は券売期間に政府方針やガイドラインが更新され、急

な変更が不可能な場合は、ビジター席は任意とする。 

⑥ ただし、ホームまたはビジタークラブの両方、もしくはいず

れかの所在地（ホームクラブの場合は開催地）がまん

延防止等重点措置区域にある場合、ビジター席の設

置は、事前に自治体の見解を十分に確認したうえで決

定すること。 

⑦ 座席は飛沫・接触リスクに配慮し、1 席以上の間隔を

あける。なお、5 名以内の同一グループにおいては、隣

同士の着席が認められるが、その場合は前後の列を同

席ずつあける。 

⑧ 政府通達には、特定都道府県（緊急事態宣言）を

解除された経過措置区域において、実証調査をはじめ

所定の条件のもと 10,000 人を超えて 20,000 人を

上限とすることが可能な旨が明記されている。希望する

クラブは、別途Ｊリーグコロナ室が連絡する所定の手続

きでリーグへ申請すること。Ｊリーグは関連省庁等と協

議のうえで対象試合を決定する。 

⑨ Ｊリーグは、4 月 11 日以降の感染状況を想定し、全

クラブが必ずビジター席を設けるべき期間を指定する。リ

ーグが指定する時期以降は、発売チケット数の 3%を

下限として必ず設けなければならないこととする。ただ

し、ビジターチームが緊急事態制限区域にある場合は

設置しない。Ｊリーグは、ビジター席の設置を必須とす

る指定日時を、指定日時の 14 日以上前を目安にク

ラブに告知する（2021 年 4 月 6 日時点では未

定）。 

⑩ 自治体独自で緊急事態宣言や経過措置が講じられ

ている場合、具体的なイベント制限の方針がある場合
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自治体と協議のうえで決定する。該当する場合は、相手チー

ムならびにＪリーグへ報告すること 

 

※ 入場可能数：Ｊリーグスタジアム基準に定めるホームゲーム

開催時に入場可能な人数 

※ 芝生席や立ち見席は、安全性等についてＪリーグが検査し、

特段の支障がないと認められる場合には観客席とみなすことが

できる。観客席とみなされた場合は入場可能数に加えることが

できる。 

は原則として自治体の方針に従う。特段方針が示され

ていない場合は、自治体と協議のうえで決定する。該

当する場合は、相手チームならびにＪリーグへ報告する

こと 

※ 入場可能数：Ｊリーグスタジアム基準に定めるホーム

ゲーム開催時に入場可能な人数 

※ 芝生席や立ち見席は、安全性等についてＪリーグが検

査し、特段の支障がないと認められる場合には観客席

とみなすことができる。観客席とみなされた場合は入場

可能数に加えることができる。 

 

 5  プロトコル 7 

XXVII. 制限の考え方 

各プロトコルの運用（2021 年 3 月 22 日時点） 

 

プロトコル 7 に記載の全てのカテゴリーで厳戒態勢を適用する。ただし、緊急

事態宣言対象区域または同等のステージⅣにありそれに準じる宣言が発令

されている区域においては、チケッティング、ファン・サポーターのプロトコルは原

則として超厳戒体制を適用する。 

 

最新の政府方針 

 

（令和 3 年 3 月 19 日付事務連絡） 

緊急事態宣言解除後の１都３県における催物の開催制限、 施設の使用制

限等に係る留意事項等について 

（令和 3 年 3 月 5 日付事務連絡） 

緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限,施設の使用制

限等にかかる留意事項等について 

プロトコル 7 

XXVII. 制限の考え方 

各プロトコルの運用（2021 年 4 月 6 日時点） 

 

プロトコル 7 に記載の全てのカテゴリーで厳戒態勢を適用する。ただし、

緊急事態宣言対象区域または同等のステージⅣにありそれに準じる

宣言が発令されている区域においては、チケッティング、ファン・サポータ

ーのプロトコルは原則として超厳戒体制を適用する。 

 

最新の政府方針 

（令和 3 年 4 月 1 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、 施設の使用制限等に

係る留意事項等について 

（令和 3 年 3 月 19 日付事務連絡） 

緊急事態宣言解除後の１都３県における催物の開催制限、 施設の

使用制限等に係る留意事項等について 

（令和 3 年 3 月 5 日付事務連絡） 

緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限,施設の

使用制限等にかかる留意事項等について 

⚫ 政府方針の更新（まん延

防止措置における対応を

追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jleague.jp/docs/aboutj/regulation/2021/25.pdf
https://www.jleague.jp/docs/aboutj/regulation/2021/25.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210319.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210319.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210319.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210319.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf
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（令和 3 年 2 月 26 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留

意事項等について 

 

 

イベント制限の考え方と手続き 

 (1) Ｊリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる

感染防止策 

プロトコル 3  26.参照 

 (2) 段階的な緩和の手続き 

① ステップ１を「緊急事態区域」、ステップ 2 を「経過措置区

域」、ステップ 3 を「その他の区域」とし、段階的にステップアッ

プをする際、クラブはリーグへ所定のリポートを提出し、ガイドラ

インを遵守し感染対策のもとで安全に運営されることを示す 

② ステップアップを希望する対象試合の直前のホームゲームを対

象に、所定のリポートをリーグへ提出する 

• 試合翌日の 14 時を提出期限とする。専用フォームを使用

する。 

• リポートが未提出の場合や、提出された内容や運営に著し

く改善を要する内容が含まれていた場合、Ｊリーグはステッ

（令和 3 年 2 月 26 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制

限等に係る留意事項等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント制限の考え方と手続き 

 (1) Ｊリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提と

なる感染防止策 

プロトコル 3  26.参照 

 (2) 段階的な緩和の手続き 

① ステップ１を「緊急事態区域」、ステップ２を「まん延防

止区域」、ステップ 3 を「経過措置区域」、ステップ 4 を

「その他の区域」とし、段階的にステップアップをする際、

クラブはリーグへ所定のリポートを提出し、ガイドラインを

遵守し感染対策のもとで安全に運営されることを示す 

② ステップアップを希望する対象試合の直前のホームゲー

ムを対象に、所定のリポートをリーグへ提出する 

• 試合翌日の 14 時を提出期限とする。専用フォーム

を使用する。 

 

 

 

拡大図を添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
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プアップを保留する場合がある。ステップアップを保留する場

合は、リポートの受理後、原則 2 営業日以内に当該クラブ

へ通知する。 

• 営業時間、アルコール販売等 

① 緊急事態宣言区域で試合を開催する場合キックオフ時刻を

18 時までとし、アルコールの販売や提供は 19 時までとする 

② 経過措置区域で試合を開催する場合、自治体が要請する

営業時間や酒類提供時間を遵守する 

 

• リポートが未提出の場合や、提出された内容や運営

に著しく改善を要する内容が含まれていた場合、Ｊ

リーグはステップアップを保留する場合がある。ステップ

アップを保留する場合は、リポートの受理後、原則 2

営業日以内に当該クラブへ通知する。 

• 営業時間、アルコール販売等 

① 緊急事態宣言区域で試合を開催する場合キックオフ

時刻を 18 時までとし、アルコールの販売や提供は 19

時までとする 

② まん延防止区域や経過措置区域で試合を開催する

場合、自治体が要請する営業時間や酒類提供時間

を遵守する 
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関連資料 今後のイベント制限の対応方針 
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関連資料 政府方針の概要（令和 3 年 4 月 1 日付事務連絡 別紙より） 

  

注意：J リーグは「大声あり」の区分に該当する。現在、声を出しての応援行為はリーグ全体で禁止している。 


